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募集要項等に関する質問への回答
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千葉市大宮学校給食センター
維持管理運営長期包括事業



募集要項に関する質問に対する回答

№ 頁 章 １ (1) ア (ア) 資料 項目名 質問内容 回答

1 7 4 1 (1) ア 応募者の構成

　応募者の構成に示される、運営企
業、厨房設備企業、維持管理企業に
ついて、全ての企業がSPCに出資を
行う構成員となる必要がありますで
しょうか。

　全ての企業がSPCに出資を行う構
成員となる必要はありません。SPC
と契約関係があるが、出資は行わな
い協力企業として参加いただくこと
が可能です。

2 7 4 1 (2) ウ
応募者の構成等
応募者の参加資格
要件

　応募者の参加資格が「平成30・31
年度千葉市委託入札参加資格者名
簿」登録が要件とされ限られてお
り、業務に必要な専門企業を構成員
又は協力企業とすることができない
ため、以下に登録されている企業つ
いても応募者と認めていただけます
か。
◦平成30・31年度千葉市建設工事入
札参加資格者名簿
◦平成30・31年度千葉市測量・コン
サルタント入札参加資格者名簿
◦平成30・31年度千葉市物品入札参
加資格者名簿

　入札参加資格者名簿の登録につい
て、平成30・31年度の千葉市のいず
れかの入札参加資格者名簿に登録さ
れていれば、満たすものとします。

3 7 4 1 (1) 応募者の構成等

　No1の参加資格が認められない場
合、「その他、必要に応じ、本事業
に関連する業務を行う企業の参加を
認める」企業については「平成30・
31年度千葉市委託入札参加資格名
簿」に登録がなくとも構成員もしく
は協力企業として認められるでしょ
うか。
認定要件についてご回答ください。

　募集要項に関する質問に対する回
答No2の回答を参照ください。

4 7 4 1 （2） ｳ
応募者の参加資
格要件

　平成３０･３１年度の千葉市委託
入札参加資格者名簿に登録されてい
ること。また令和元年１１月１日時
点で資格者名簿に登録されているこ
と。
とありますが、平成３０･３１年度
の物品には登録してありますが委託
には登録しておりません。随時申請
の手続きを行っていますが名簿に登
載されてるのは令和元年１２月１日
予定なのですが、よろしいでしょう
か。

　募集要項に関する質問に対する回
答No2の回答を参照ください。

5 7 4 1 （2） オ
応募者の参加資
格要件

　HACCP対応施設に対する相当の知
識を有していること。とありますが
ＨＡＣＣＰの概念を導入した給食セ
ンターの納入実績をもって相当の知
識と考えてよろしいでしょうか。

　ご理解のとおりです。

6 21
別紙
2

1 委託料の構成

　光熱水費が委託料B（運営・維持
管理費（変動料金））の区分となっ
ていますが、長期休暇等食数がない
期間も諸所のメンテナンス、新学期
準備等で光熱水費は相当な量を使用
いたします。光熱水費すべてを変動
費ではなく、事業者提案で一部固定
費と分けることを承認いただけます
でしょうか。

　光熱水費について、委託料（A)の
固定費の項目として計上することを
認めます。
　ただし、固定費、変動費を適切に
計上してください。

7 22
別紙
2

2 (2) イ
提供給食数の決定
方法

　実施給食数の通知が、給食提供日
の4稼働日前の正午までとなってい
ます。しかしながら、要求水準書25
頁3章4（4）1）献立及び提供食数等
の指示に、実施給食数の通知が、提
供日の3稼働日前までになっていま
す。どちらが正しいでしょうか。

　給食提供日の4稼働日前を正とし
ます。

8 24
別紙
2

４ 委託料の改定

　④ 委託料Ａ及びＢ(人件費のうち
パート人件費)の改定指標が千葉県
最低賃金（千葉労働局）とありま
す。10月1日より最低賃金が923円と
なりましたが、実際の雇用条件は、
最低賃金より高い時給で雇用してい
ます。今後、最低賃金が上昇した
際、最低賃金の上昇分を改定してい
ただけるという理解でよろしいで
しょうか。

　ご理解のとおりです。
　ただし、上昇金額分を算定式に基
づき改定します。
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要求水準書に関する質問に対する回答

№ 頁 章 １ (1) ア (ア) 資料 項目名 質問内容 回答

1 １ ９
番号１８　照明
についての考え
方

　修繕の考え方について「補修若
しくは修繕にて対応」とあります
が、メーカーが既に蛍光灯の生産
を終了する意向を出しておりま
す。照明の故障の場合はLED化以外
に修理方法がございません。こち
らについては任意更新ではなく、
更新必須と考えられますが要求水
準の変更はございますでしょう
か。

　要求水準書の変更は考えており
ません。
　器具自体の生産終了と器具の部
品の供給義務等について、（社）
日本照明工業会やメーカー等と確
認願います。
例えば、器具の部品（一部）の不
良の場合、灯具交換でなくとも対
応可能な場合も考えられます。
　また、事業期間を考慮し、不良
が発生しやすい部品については供
給義務期間が終了する前にストッ
クする等など、維持管理における
経験やノウハウの活用を行って頂
けることを期待しています。
　ただし、最大限の努力を行って
も「補修若しくは修繕での対応」
が困難な場合には、費用負担につ
いて協議します。

2 ２ ９
番号43　GHP空調
機についての考
え方

　修繕の考え方として「補修若し
くは修繕にて対応」とございます
が、今後、メーカーより部品製
造・供給が終了となった際は「補
修・修繕」ではなく「機器更新」
となります。
　この際の費用については千葉市
としては追加頂けますでしょう
か。

　基本的な考え方について、要求
水準書に関する質問に対する回答
No.1の回答を参照ください。

3 13 2 3 (2) ア 4 運営備品

　運営備品の更新の有無及び更新
頻度については、事業者の判断に
よるものとの理解でよろしいで
しょうか。

　ご理解のとおりです。

4 17 3 2 （1) ① ウ 業務責任者
　総括責任者はSPCの正社員とござ
いますが、SPCの直接雇用の正社員
の配置は必要でしょうか。

　総括責任者は、ＳＰＣが直接雇
用する正社員としてください。

5 19 3 2 （4) 2） ア ｂ
アレルギー対応
食調理マニュア
ル

　本事業において、アレルギー対
応食の調理はございませんが、ア
レルギー対応食調理マニュアルの
作成は必要でしょうか。

　不要です。

6 22 3 3 （1) 調理リハーサル

　現事業者が落札した場合につい
ては、食材廃棄の問題等から、調
理リハーサルの実施について協議
頂けますでしょうか。

　供用開始後の速やかな運営に支
障がないと判断できる場合におい
て、協議に応じます。
　なお、供用開始後のモニタリン
グにおいて不十分と見なされた場
合には、ペナルティとなる場合が
あることにご留意ください。

7 28 3 5 (2） キ 基本的な考え方

　回収時間は「給食時間終了30分
以降」と規定されています。しか
しながら、要求水準書資料6の配
送・回収計画では、現状給食終了
後30分を待たずに回収をしており
ます。配送対象校によっては、遠
方で時間がかかる学校もあり、ま
た回収時間が遅いとセンターでの
洗浄業務にも影響が出るため、学
校様と協議の上、回収計画を策定
しております。本事業におきまし
ても、学校様と協議の上、回収時
間を設定させていただけますで
しょうか。

　コンテナの配送・回収時間は、
資料6「配送・回収計画（令和元年
度）」を基本としますが、給食終
了後の回収時間について、実態に
合わせて学校との協議を踏まえて
見直しを行うことを可とします。

8 50 4 9 (1) エ
調理機器等の感
知システム

　消毒保管庫のスイッチ入れ忘れ
防止に関するシステムは、事務所
で運転がランプの点灯等により目
視確認出来るものでよろしいで
しょうか。

　可とします。

9 2 3 (2)
資料
4-②

運営備品
　運営備品は寸法違いでも容量等
が同じなら同等品として認めてい
ただけますか＞

　可とします。
　ただし、運営において不足の無
い仕様・数量としてください。
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要求水準書に関する質問に対する回答

№ 頁 章 １ (1) ア (ア) 資料 項目名 質問内容 回答

10
資料
8

点検及び作業実
施内容要求水準

　調理設備実施回数について３回
とありますが、各回の内容はすべ
て同じではなく事業者の提案で変
えてもよろしいでしょうか。

　可とします。
　ただし、学校給食センターの運
営に支障のない内容としてくださ
い。
　なお、モニタリングにおいて不
十分と見なされた場合には、実施
回数や内容の是正を依頼すること
もあります。

11 4 10
資料
9-②

修繕業務対象リ
スト

　43既存のﾌｰﾄﾞｽﾗｲｻｰに加え移動式
ﾌｰﾄﾞｽﾗｲｻｰを設置する。とあります
が既存品に加え、台数を１台増や
すということでよろしいでしょう
か。

　ご理解のとおりです。
　また、設置に伴いコンセントや
電気盤の改修が必要な場合には、
その対応も本事業に含んでおりま
す。
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様式集に関する質問に対する回答

№ 頁 章 １ (1) ア (ア) 資料 項目名 質問内容 回答 備考

1
様式8
納税証明書

　納税証明書につきまして、国税・
地方税は「その３の３」、市・県民
税は、「完納証明書」をご提出すれ
ばよいという理解でよろしいでしょ
うか。

　ご理解のとおりです。

2
様式15-7
運営業務費内訳書

　光熱水費の項目がありません。表
内に追記してもよろしいでしょう
か。

　表内に適宜必要項目を追記くださ
い。

3
様式15-7
運営業務費内訳書

　年度の予定食数は日単位の記載が
ありますが、年間の予定稼働日（給
食提供日数）は190日で算出すること
でよいでしょうか。

　年間の予定稼働日（給食提供日
数）は192日で算出してください。
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運営包括委託契約書（案）に対する質問

№ 頁 章 １ (1) ア (ア) 資料 項目名 質問内容 回答

1 2 1 4 契約の保証
「受託者」は「受注者」、「委託
者」は「発注者」、「この契約」
は「本契約」の誤記でしょうか。

　ご理解のとおりです。
　契約書において、ご指摘のとお
り修正します。

2 6 1 12 1
貸与する備品の
督促

「発注者がと協議の上」とは「受
注者が発注者と協議の上」との趣
旨でよろしいでしょか。

　ご理解のとおりです。
　契約書において、ご指摘のとお
り修正します。

3 6 1 12 2
貸与する備品の
督促

　発注者の費用負担で備品を更新
するため、その所有権は当初より
発注者に帰属すると考えられ、移
転は生じないように思われます
が、その理解でよろしいでしょう
か。

　契約書において、「発注者の責
任及び費用負担により」を「受注
者の責任及び費用負担により」と
修正します。

4 11 3 29 2
本施設の補修・
修繕

　念のための確認ですが、「提案
により」とは、受注者の提案によ
るという理解でよろしかったで
しょうか。

　ご理解のとおりです。

5 １１ ３ ３
２９
条

１
本施設の補修・
修繕

　法令変更等があり、施設の建
築・設備を改修又は変更した場合
は発注者の責とは言えないが事業
者の責でもない為、改修に関わる
費用は発注者負担という認識で宜
しいでしょうか。

　原因が法令変更の場合には、第7
章法令変更の適用があります。

6 １１ ３ ３
２９
条

２
本施設の補修・
修繕

　受注者は～ただし、要求水準書
に規定される大規模修繕の費用負
担割合の協議が調ったときは、当
該協議の結果に従い発注者及び受
注者が大規模修繕の費用を負担す
る。この内容の意味するところを
ご教示頂きたく思います。
　次期事業において要求水準書別
紙９は「補修若しくは修繕にて対
応」と記載があり、大規模を含ん
でいない為、修繕計画の枠を超え
る可能性があります。

　大規模修繕の考え方は、要求水
準書４、（7）P7に記載していると
おり「通常の保守・修繕がされて
いた場合」大規模修繕が必要とな
ることを想定してません。
　ただし、「通常の保守・修繕が
されていた場合」で、かつ、適切
に実施していたことが、事業者の
責任で、記録、業務報告書等の説
明を行い、また、実地モニタリン
グ等で確認出来た場合には、費用
負担について協議します。

7 １２ ３ ３
２９
条

３
本施設の補修・
修繕

　軽微な補修等(調整含む）で設計
図、施工図を作成する必要があり
ますでしょうか。図面上に施工位
置を示す程度で宜しいでしょう
か。

　ご理解のとおりです。

8 13 5 37 1 臨機の措置

　念のための確認ですが、ただし
書の「緊急やむを得ない事情」と
は「緊急その他やむを得ない事
情」の趣旨との理解でよろしいで
しょうか。

　契約書において、「緊急やむを
得ない事情」を「緊急かつやむを
得ない事情」と修正します。

9 14 6 39 4
契約期間満了時
の業務

　契約期間満了時の業務に関し
て、要求水準書では、「事業者
は，事業期間終了時において，本
施設が要求水準書で提示した性能
及び機能を発揮でき，著しい損傷
が無い状態で市に引き渡すこと。
ただし，性能及び機能を満足する
限りにおいて，経年による劣化は
許容するものとする。」と記載が
ございますが、これは事業終了時
に、施設及び什器備品等について
経年劣化を除く損傷及び汚損等の
補修を受注者負担で実施するとい
う趣旨と理解してよろしいでしょ
うか。

　ご理解のとおりです。

10 14 6 40 2 (3)
受注者の事由に
よる解除

「民事再生法の規定により選任さ
れた再生債務者等」とは、「民事
再生法の定義による再生債務者
等」という理解でよろしいでしょ
うか（民事再生法2条2号参照）。

　ご理解のとおりです。

11 15 6 40 3
受注者の事由に
よる解除

「解除により受託者に生じる」は
「解除により受注者に生じる」の
趣旨でよろしいでしょうか。

　ご理解のとおりです。
　契約書において、ご指摘のとお
り修正します。

12 15 6 42 4 解除の効果

　引継ぎに要する費用が多大にな
る可能性もございますので（そも
そも発注者の帰責性によって解除
となる場合もございます）、同費
用については、「協議の上、定め
る」と変更していただくことは可
能でしょうか。

　本項は、原因者問わずの規定で
す。
　発注者の帰責事由による解除の
場合は、第42条第7項を参照くださ
い。
　原案のとおりとします。
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運営包括委託契約書（案）に対する質問

№ 頁 章 １ (1) ア (ア) 資料 項目名 質問内容 回答

13 13 36条
別紙
2

保険

　別紙2に記載される受注者が付保
する保険について2.第三者賠償責
任保険の対象が「建設工事」に伴
う第三者賠償となっていますが、
建設工事に関する保険は不要と考
えますがよろしいでしょうか。

　ご理解のとおりです。

14
別紙
2

受注者が付保す
る保険

　２の第三者賠償責任保険につい
て「本件施設」の建設工事が対象
となっておりますが、本件では建
設工事は完了ずみですので、当該
項目は適用外という理解でよろし
いでしょうか。

　運営包括委託契約書（案）に対
する質問書No13の回答を参照くだ
さい。

15
別紙
6

法令変更の場合
の費用分担規定

「本件事業」とは「本事業」の誤
記ではないでしょうか。

　ご理解のとおりです。
　契約書において、ご指摘のとお
り修正します。
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募集要項に関する質問

№ 頁 章 １ (1) ア (ア) 資料 項目名 質問内容 回答 備考

1
事業所税はかからないという認識
でよろしいでしょうか。

　市所有の給食センターの委託事
業における事業所税の扱いについ
て、東部市税事務所法人課に応募
者において確認してください。
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